
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
予め設定された複数の設定パラメータの各設定値に基づいて動作すると共に、外部操作に
よって各設定パラメータの設定値を変更可能に構成された情報処理装置において、
前記各設定値に基づいた動作を開始する前に、前記複数の設定パラメータのうち、予め定
める基準設定値から設定値の変更があったものについて、その設定パラメータの種類と変
更後の設定値とを検出する設定変更検出手段と、
該設定変更検出手段により検出された設定パラメータの種類と変更後の設定値の内容を表
すテキストデータを、音声合成する音声合成手段と、
該音声合成手段が音声合成した音声を出力する音声出力手段と、
を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
前記基準設定値が、当該情報処理装置の製造時に設定されたデフォルト値であることを特
徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
前記基準設定値が、当該情報処理装置の使用者により恒常的に有効に設定された設定値で
あることを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項４】
請求項１～３のいずれかに記載の情報処理装置において、さらに、
前記設定変更検出手段の検出動作を開始させるための指令信号を出力する動作開始指令手
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段を備え、
前記設定変更検出手段は、該動作開始指令手段からの指令信号を受け取ったときに、前記
検出動作を行うことを特徴とする情報処理装置。
【請求項５】
前記音声出力手段は、外部操作によって前記各設定パラメータの設定値の設定変更が全て
終了したタイミングで、前記音声を出力することを特徴とする請求項１～４のいずれかに
記載の情報処理装置。
【請求項６】
前記音声合成手段は、さらに、前記設定変更された設定パラメータに関するガイダンス情
報を表すテキストデータをも音声合成し、
前記音声出力手段は、該音声合成手段が音声合成したガイダンス情報を音声出力すること
を特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、テキストデータとして記憶された装置の各種機能や設定の情報を、音声合成し
て出力する音声合成機能を備えた情報処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
従来、電話装置やファクシミリ装置、或いはコピー装置等の各種情報処理装置において、
現在の設定情報や、その機能や設定手順を表すガイダンス情報等を、ディスプレイに表示
して使用者による操作をガイド等するものがある。そしてさらに、より使用者の便宜に供
するために、これらのガイダンス情報等を表すテキストデータを音声合成して音声出力す
るものが提案されている。
【０００３】
しかしながら、かかる場合の音声出力は、ディスプレイに表示された特定の設定情報やガ
イダンス情報を使用者に伝えるための補助的なものに過ぎないため、それ以外の機能や設
定情報については、依然としてディスプレイに表示された文書情報を確認するしかなかっ
た。これについては、例えばディスプレイに表示された全ての情報を音声出力することに
より、その設定情報等を把握することで問題を解決することもできるが、その場合には、
その音声出力による読み上げに相当の時間を要し、迅速な設定処理に支障を来すといった
問題があった。
【０００４】
また、上記情報処理装置では、所定のキー操作等の外部操作により各種設定を変更するこ
とが可能であるが、例えばファクシミリ装置において、前回の使用者がその解像度等の設
定をデフォルトの設定値から変更したために、次の使用者がそれに気づかずに送信出力し
、相手先で出力する画像データの解像度等を低下させてしまうといった問題が生じた。ま
た、例えばコピー装置において、前回の使用者がそのコピー枚数の設定を一枚から複数枚
に変更したために、次の使用者がそれに気づかずに使用し、一枚でいいにも拘わらず複数
枚のコピーが行われてしてしまうといった問題が頻繁に生じた。このような問題は、ファ
クシミリ装置やコピー装置に限らず、種々の情報処理装置において生じている。
【０００５】
そこで、本発明は、設定変更があった内容を迅速かつ確実に把握することができ、使用者
の意図にあった設定にて動作させることができる情報処理装置を提供することを目的とす
る。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題に鑑みてなされた請求項１に記載の情報処理装置は、予め設定された複数の設定
パラメータの各設定値に基づいて動作すると共に、外部操作によって各設定パラメータの
設定値が変更可能に構成されている。
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【０００７】
ここでいう「情報処理装置」には、電話装置、ファクシミリ装置、コピー装置等、その装
置が奏する種々の機能の設定値を設定変更可能な様々な装置が含まれる。そして、「設定
パラメータ」としては、例えば電話装置であれば、留守応答モードの設定，呼出音の音声
設定，モーニングコールの時間設定等があり、ファクシミリ装置であれば、解像度，濃度
，縮小率等の設定や、海外送信モードの設定、或いはカバーページ（送付表）の設定等が
あり、コピー装置であれば、印刷用紙の大きさ及び印刷方向、濃度、拡大／縮小率等の設
定等がある。これらの各種設定パラメータの設定値は、リモコン操作を含む所定のキー操
作等の外部操作により変更できるようになっている。
【０００８】
そして、各設定値に基づいた動作を開始する前に、設定変更検出手段が、複数の設定パラ
メータのうち、予め定める基準設定値から設定値の変更があったものについて、その設定
パラメータの種類と変更後の設定値とを検出し、音声合成手段が、この設定変更検出手段
により検出された設定パラメータの種類と変更後の設定値の内容を表すテキストデータを
音声合成する。そして、音声出力手段が、この音声合成手段が音声合成した音声を出力す
る。
【０００９】
尚、ここでいう「テキストデータ」には、各種設定パラメータの設定を行うための制御コ
ード、装置の各機能及び現在の設定情報を表す文書情報等が含まれる。
かかる構成によれば、複数の設定パラメータのうち、予め定める基準設定値から設定値の
変更があったものについて音声出力がなされる。このため、当該情報処理装置の使用者は
、その変更された設定情報を端的に把握することができると共に、単にディスプレイに表
示された場合のように設定情報の確認を忘れることもなくなり、当該変更情報を確実に把
握することができる。具体的には、例えばファクシミリ装置の解像度の基準設定値が「ス
ーパーファインモード（極めて解像度が高いモード）」である場合に、前回の使用者によ
り「ファインモード（解像度が良好なモード）」に変更されると、「解像度がスーパーフ
ァインモードからファインモードに変更されています」等の音声出力がなされる。このた
め、その変更された現在の設定が使用者の意に反する場合には、再度設定変更をし直すこ
とができる。さらに、音声出力される情報が限定されるため、その音声出力にかかる処理
時間も少なく、その情報処理装置本来の動作を迅速に開始させることができる。
【００１０】
上記基準設定値としては種々考えられるが、例えば請求項２に記載のように、当該情報処
理装置の製造時に設定されたデフォルト値に設定することができる。つまり、情報処理装
置の製造時（出荷時）には、ある程度汎用的な設定値が設定されているため、この設定値
を基準とするものである。
【００１１】
かかる構成によれば、そのデフォルト値を基準に上述した設定変更の確認ができると共に
、例えば当該情報処理装置の検査工程において、初期設定が不用意に変更されていないこ
との確認をすることができる。
すなわち、情報処理装置については、例えばその製造時に個別のシリアル番号を記録する
ことが義務づけられているが、そのシリアル番号が出荷前の検査工程やメンテナンス時の
検査工程で書き換わってしまうと都合が悪い。しかし、上記構成によれば、そのシリアル
番号が書き換わってしまったことを音声にて報知するため、作業員はその時点でシリアル
番号を正規の番号に設定し直すことができるからである。
【００１２】
或いは、請求項３に記載のように、基準設定値が、当該情報処理装置の使用者により恒常
的に有効に設定された設定値となるようにしてもよい。
ここでいう「恒常的に有効に設定された設定値」とは、使用頻度に応じて使用者自身が後
発的に設定した設定値であって、所定の設定動作により恒常的に有効になるものである。
上述の例を引用すると、例えばファクシミリ装置の解像度の製造時（出荷時）の設定値が
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「ファインモード」である場合に、ある事業所内では「スーパーファインモード」の使用
頻度が高いため、その解像度の恒常的な設定値として「スーパーファインモード」が設定
されたような場合が該当する。従って、ある者が一時的に別の設定を行っても、所定時間
経過後には当該恒常的な設定値に復帰することになる。
【００１３】
すなわち、かかる構成は、例えば同じ事業所内の複数人で当該情報処理装置を使用し、そ
の設定が当該事業所内である程度統一されているような場合に、特に便利である。つまり
、恒常的な設定とはいっても、一旦設定が変更されると所定時間経過するまでは復帰しな
いため、従来装置であれば使用者の意に反した動作を行う可能性があった。しかし、かか
る構成によれば、その復帰前に使用した者に対して設定変更を表す音声出力がなされるた
め、誤った設定状態で装置を動作させることを効果的に防止することができるからである
。また、かかる音声出力がなされるため、使用者は自ら変更した設定値を、次の使用者の
ために恒常的な設定値に設定し直す必要もなく、気がねなく設定変更することができる。
【００１４】
しかし、当該情報処理装置が個人の所有物である場合等、その使用者がほぼ限定されてお
り、設定変更されることがほとんど考えられないような場合にまで、毎回上述した処理を
行う必要はないとも考えられる。
そこで、請求項４に記載のように、動作開始指令手段が、上記設定変更検出手段の検出動
作を開始させるための指令信号を出力する構成とし、上記設定変更検出手段が、この動作
開始指令手段からの指令信号を受け取ったときに、検出動作を行うように構成してもよい
。
【００１５】
この場合、動作開始指令手段は、例えばコピー装置についていえば、コピーボタンを押下
したとき等、使用者が当該情報処理装置を動作させようとするタイミングで自動的に指令
信号を出力するようにしてもよいし、或いは、使用者が専用のボタンを押下したことを検
出し、そのタイミングで指令信号を出力するようにしてもよい。
【００１６】
かかる構成によれば、全く関係のないときに設定変更を表す音声出力がされることもなく
、必要な場合に適切なタイミングで音声出力をさせることができる。特に、後者の場合、
例えばコピー装置について大量にコピーする必要がある場合、或いは大量の文書をファク
シミリ送信する必要がある場合等、設定変更がなされていると大きな無駄を発生させてし
まうような場合にのみ、使用者が念のために専用のボタンを押下して設定変更の有無を確
認する、といった利用をすることができる。このため、不必要に情報処理装置の動作を増
加させることなく、必要に応じて迅速な処理をさせることができる。
【００１７】
また、上述のような前回の使用者の設定変更のみならず、自らが設定変更した場合に、そ
の内容を確認できるように構成してもよい。
その場合には、例えば請求項５に記載のように、音声出力手段が、外部操作によって各設
定パラメータの設定値の設定変更が全て終了したタイミングで、音声を出力するようにし
てもよい。
【００１８】
かかる構成によれば、使用者がその意に反する設定を誤って行った場合でも、音声出力に
よりその誤りに気づくことができ、再度設定を変更することができる。例えば、リモコン
装置を用いて遠隔から設定変更を行った場合には、そのリモートコントロールモードにお
ける設定が終わったとき、又はリモートコントロールモードを抜けたときに、設定変更の
内容が基準設定値と異なっている場合に音声出力されるため、その音声を聞くことで自己
の設定通りに変更がなされているか否かを確認することができる。そして、誤設定である
場合には再度設定変更することができる。
【００１９】
また、例えば前回の使用者により設定変更がされており、その変更後の設定内容をさらに
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設定し直したい場合には、その設定対象にかかる設定方法が音声によりガイドされると便
利である。
そこで、請求項６に記載のように、音声合成手段が、さらに、設定変更された設定パラメ
ータに関するガイダンス情報を表すテキストデータをも音声合成し、音声出力手段が、こ
の音声合成手段が音声合成したガイダンス情報を音声出力するように構成してもよい。
【００２０】
かかる構成によれば、使用者は、この設定変更に係る設定パラメータについてのみ、音声
によるガイダンス情報を取得することができ、このガイダンス情報に従って、その設定パ
ラメータについての設定変更を簡易かつ迅速に行うことができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施例を添付図面に基づいて説明する。
［第１実施例］
図１は、本発明の情報処理装置の第１実施例に係るファクシミリ装置の電気的構成を表す
ブロック図である。
【００２２】
本実施例のファクシミリ装置１は、ファクシミリ機能、電話機能、コピー機能等を備えた
多機能装置として構成されており、図１に示すように、電話回線に外線接続されている。
このファクシミリ装置１は、各種制御を実行するコントローラ１１、操作パネル１２、液
晶表示器（ＬＣＤ）１３、無線制御回路１４、スピーカ制御回路１５、辞書メモリ１６、
画像メモリ１７、スキャナ１８、プリンタ１９、符号／復号器２０、モデム２１、バッフ
ァ２２、回線制御回路（ＮＣＵ）２３、受話器２４及びこれらを接続するバスライン２５
等を備えている。
【００２３】
コントローラ１１は、ＣＰＵ３１、ＲＯＭ３２、ＲＡＭ３３、ＥＥＰＲＯＭ３４等を備え
る論理演算回路として構成され、そのＣＰＵ３１により、ファックス通信処理、電話通信
処理、コピー処理、音声合成処理等の各種制御処理を実行する。ＲＯＭ３２には、ＣＰＵ
３１がこれら各種制御処理を実行する際に必要な制御プログラムや、その制御処理に必要
なデータ等が格納されている。また、ＲＡＭ３３の所定領域は、各種制御処理のワークエ
リアやバッファ領域として使用され、各機能の現在の設定情報等が格納される。さらに、
ＥＥＰＲＯＭ３４には、予め登録された発呼側装置のファックス番号や電話番号とその登
録名称との互いに関連付けられた情報や、各機能の後述する基準設定値等が書換可能に格
納されている。
【００２４】
操作パネル１２は、外部との通信のためにファクシミリ番号や電話番号の入力等に使用す
るテンキーや、ファクシミリ機能、電話機能、又はコピー機能を実行する際にモード切替
えを行うためのファンクションキー等を備えている。
ＬＣＤ１３は、操作パネル１２によって選択された番号等を表示したり、使用者が所謂「
ナンバーディスプレイサービス」等に加入している場合に、発呼側装置の登録名称等の発
信者情報を表示したり、各種機器管理上のメッセージやガイダンスを表示したりする。
【００２５】
無線制御回路１４は、アンテナ１４ａを介して図示しないリモコン装置等との間で無線通
信を行うための回路である。
スピーカ制御回路１５は、外線を通じて外部から入力された音声や、後述する音声合成処
理によって合成された音声を、所定の音量レベルに調整する。そして、スピーカ１５ａが
この音声を出力する。
【００２６】
辞書メモリ１６は、漢字／カナ変換等のための変換用辞書、音声合成のための音声辞書（
波形辞書と称される場合もある）等の各種辞書データを格納しており、ＣＰＵ３１によっ
て必要なデータが読み出される。
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画像メモリ１７は、ファクシミリを受信した際の受信画像データ、ファクシミリを送信す
る際に原稿から読み取った送信画像データ、コピーの際に原稿から読み取った画像データ
等を一時的に格納するためのものであり、比較的容量の大きいダイナミックＲＡＭ（ＤＲ
ＡＭ）により構成されている。送受信画像データは、一旦この画像メモリ１７に格納され
、相手先に送信、又はプリンタ１９によって記録紙に印刷された後に消去される。
【００２７】
スキャナ１８は、ファクシミリ送信又はコピーを行う際に、原稿から画像を読み取り、プ
リンタ１９は、外部から受信したファクシミリ文書、コピー画像、或いは各機器のガイダ
ンス文書等を記録紙に印字出力する。
符号／復号器２０は、スキャナ１８により読み取られた画像の符号化と、画像メモリ１７
やバッファ２２に格納された受信画像データ等の復号化を行う。このとき復号化された画
像データは、プリンタ１９により記録紙に印刷される。
【００２８】
モデム２１は、電話回線を介して外部とのファクシミリ送受信を行うために伝送データを
変調又は復調し、バッファ２２は、相手側ファクシミリ装置との間で送受信される符号化
された画情報を含むデータを一時的に格納する。また、ＮＣＵ２３は、モデム２１と電話
回線との間で相手側装置との接続制御を行う。
【００２９】
次に、本実施例のファクシミリ装置１の送信時において、コントローラ１１が実行する処
理について、図２及び図３のフローチャートに基づいて説明する。尚、本実施例のファク
シミリ装置１は、各種機能の設定が基準設定値から変更された場合に、使用者に対してこ
れを音声により報知する点に特徴があり、音声合成処理自体については公知の技術を利用
するものであるため、その音声合成処理の原理的な説明については省略する。
【００３０】
図示しない原稿挿入口に送信用の原稿が挿入され、図２に示すように、使用者によって操
作パネル１２のスタートボタンの押下により、読上処理開始の指令信号が入力されたと判
断すると（Ｓ１１０：ＹＥＳ）、送信時の各種設定パラメータの設定変更箇所についての
読上処理が実行される（Ｓ１２０）。本実施例では、その設定変更を判断するための基準
設定値として、ファクシミリ装置１の使用者による使用頻度の高い設定値が設定され、上
述のようにＥＥＰＲＯＭ３４に格納されている。また、現在の設定情報がＲＡＭ３３に格
納されているため、これら基準設定値と現在の設定情報とを比較することにより、設定変
更の有無が判定される。
【００３１】
具体的には、送信時の設定パラメータとして、「画質」，「濃度」，「送付表の有無及び
種類」，「海外送信モードの有無」が設定されている。
ここで、「画質」は、原稿の画像を読み込む際の解像度を表し、その解像度の高いものか
ら「スーパーファイン」，「ファイン」，「標準」が選択可能になっており、基準設定値
として「ファイン」が設定されている。
【００３２】
また、「濃度」は、原稿の画像を読み込む際の濃度を表し、本実施例では、その濃度レベ
ルが１～７の数値により段階的に設定可能になっている。そして、その数値が大きいほど
濃度が高くなるようになっており、基準設定値として標準濃度である「レベル４」が設定
されている。
【００３３】
また、「送付表」は、相手先に応じて予め所定の書式で設定されたものであり、当該送付
表を付けるか否か、付ける場合にはどの送付表を付けるか等が選択可能になっており、基
準設定値として「送付表不添付」が設定されている。
さらに、「海外送信モード」は、海外へ送信する際に必要に応じて「設定（オン）」に選
択可能になっており、基準設定値として「不設定（オフ）」が設定されている。
【００３４】
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これらの基準設定値は、恒常的に有効になっているため、ある者が一時的に別の設定値に
変更しても、所定時間経過後には当該恒常的な設定値に復帰するようになっている。
そして図３に示す読上処理では、まず画質設定のチェックが行われ（Ｓ２１０）、画質の
設定変更が行われているか否かを判定する（Ｓ２２０）。このとき、前回の使用者が、例
えば基準設定値「ファイン」とは異なる「標準」を選択し、その設定が未だ基準設定値に
復帰していないと判定された場合には（Ｓ２２０：ＹＥＳ）、予め設定したその旨を表す
文書が読み上げられる（Ｓ２３０）。
【００３５】
具体的には、例えば「画質の設定が「ファイン」から「標準」に変更されています」とい
った読上文がテキストデータとしてＲＡＭ３３上に組み立てられた後、或いは、予めＲＯ
Ｍ３２にテキストデータとして記憶されている読上文の中から該当する読上文のテキスト
データを選択した後、このテキストデータをもとに、辞書メモリ１６を参照して音声デー
タが合成される。そして、この音声合成処理とともに、スピーカ制御回路１５及びスピー
カ１５ａを介してこの読上音声が出力される。
【００３６】
そして、この読上音声が出力された後、又はＳ２２０において画質の設定変更がないと判
定された場合には（Ｓ２２０：ＮＯ）、続いて濃度設定のチェックが実行される（Ｓ２４
０）。
このとき、前回の使用者が、例えば基準設定値「レベル４」とは異なる「レベル６」を選
択し、その設定が未だ基準設定値に復帰していないと判定された場合には（Ｓ２５０：Ｙ
ＥＳ）、予め設定したその旨を表す文書が読み上げられる（Ｓ２６０）。
【００３７】
具体的には、例えば「濃度の設定が「レベル４」から「レベル６」に変更されています」
といった読上文が前述と同様にテキストデータとして組み立てられ、或いは選択された後
、このテキストデータをもとに、辞書メモリ１６を参照して音声データが合成される。そ
して、この音声合成処理とともに、スピーカ制御回路１５及びスピーカ１５ａを介してこ
の読上音声が出力される。
【００３８】
そして、この読上音声が出力された後、又はＳ２５０において濃度の設定変更がないと判
定された場合には（Ｓ２５０：ＮＯ）、続いて送付表設定のチェックが実行される（Ｓ２
７０）。
このとき、前回の使用者が、例えば基準設定値「不添付」とは異なる「○○○社宛送付表
」を選択し、その設定が未だ基準設定値に復帰していないと判定された場合には（Ｓ２８
０：ＹＥＳ）、予め設定したその旨を表す文書が読み上げられる（Ｓ２９０）。
【００３９】
具体的には、例えば「○○○社宛の送付表が設定されています」といった読上文が前述と
同様にテキストデータとして組み立てられ、或いは選択された後、このテキストデータを
もとに、辞書メモリ１６を参照して音声データが合成される。そして、この音声合成処理
とともに、スピーカ制御回路１５及びスピーカ１５ａを介してこの読上音声が出力される
。
【００４０】
そして、この読上音声が出力された後、又はＳ２８０において送付表の設定変更がないと
判定された場合には（Ｓ２８０：ＮＯ）、続いて海外送信モード設定のチェックが実行さ
れる（Ｓ３００）。
このとき、前回の使用者が、例えば基準設定値「海外送信モード不設定」とは異なる「海
外送信モード設定」を選択し、その設定が未だ基準設定値に復帰していないと判定された
場合には（Ｓ３１０：ＹＥＳ）、予め設定したその旨を表す文書が読み上げられる（Ｓ３
２０）。
【００４１】
具体的には、例えば「海外送信モードが設定されています」といった読上文が前述と同様
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にテキストデータとして組み立てられ、或いは選択された後、このテキストデータをもと
に、辞書メモリ１６を参照して音声データが合成される。そして、この音声合成処理とと
もに、スピーカ制御回路１５及びスピーカ１５ａを介してこの読上音声が出力される。
【００４２】
そして、以上の読上処理が終了すると、図２のＳ１３０に移行して所定時間の時間待ちを
行い、使用者により解除ボタンが押下されたか否かを判定し（Ｓ１３０）、当該解除ボタ
ンが押下されている場合には（Ｓ１３０：ＹＥＳ）、一連の処理を終了する。つまり、使
用者は、上記読上処理において自己の意に反する設定であることに気がつくと、この解除
ボタンを押下することにより送信を中止し、該当する設定箇所を設定し直すことができる
。
【００４３】
一方、Ｓ１３０において、解除ボタンが押下されないと判定された場合には（Ｓ１３０：
ＮＯ）、送信を開始する（Ｓ１４０）。
以上のように、本実施例のファクシミリ装置１においては、ファクシミリ送信の際に設定
される複数の設定パラメータのうち、予め定める基準設定値から設定値の変更があったも
のについて音声出力がなされるため、使用者は、その変更された設定情報を端的に把握す
ることができる。また、その変更情報を音声出力するため、単にＬＣＤ１３に表示された
場合のように設定情報の確認を忘れることもなくなり、この変更情報を確実に把握するこ
とができる。そして、その変更された現在の設定が使用者の意に反する場合には、再度設
定変更をし直すことができるため、送信設定の誤ったまま相手先に送信される事態が回避
される。さらに、音声出力される情報が、変更された情報に限定されるため、その音声出
力にかかる処理時間も少なく、その本来の動作である送信処理を迅速に開始させることが
できる。
【００４４】
尚、本実施例においては、コントローラ１１が設定変更検出手段、音声合成手段、及び動
作開始指令手段に該当し、コントローラ１１及びスピーカ制御回路１５が音声出力手段に
該当する。
そして、コントローラ１１が実行する処理の内、図２のフローチャートに示したＳ１１０
の処理が動作開始指令手段としての処理に該当し、図３のフローチャートに示したＳ２１
０，Ｓ２２０，Ｓ２４０，Ｓ２５０，Ｓ２７０，Ｓ２８０，Ｓ３００，及びＳ３１０の処
理が設定変更検出手段としての処理に該当し、Ｓ２３０，Ｓ２６０，Ｓ２９０，Ｓ３２０
の処理が音声合成手段及び音声出力手段としての処理に該当する。
［変形例］
上記第１実施例では、ファクシミリ装置１において、スタートボタンが押下されると自動
的に読上処理に移行する例を示した。しかし、ファクシミリ装置１が個人の所有物である
場合等、その使用者がほぼ限定されており、設定変更されることがほとんど考えられない
ような場合にまで、毎回上述した読上処理を行う必要はないとも考えられる。
【００４５】
そこで、図４のフローチャートには第１実施例の変形例として、使用者による専用の外部
入力により設定変更の検出動作を開始して読上処理に移行する態様を示す。
すなわち、本変形例のファクシミリ装置１の操作パネルには、当該読上処理を実行させる
ための専用の読上ボタンが設けられている。
【００４６】
そして、図示しない原稿挿入口に送信用の原稿が挿入された後、この読上ボタンが押下さ
れ、読上処理開始の指令信号が入力されたと判断すると（Ｓ４１０：ＹＥＳ）、送信時の
各種設定パラメータの設定変更箇所についての読上処理が実行される（Ｓ４２０）。尚、
この読上処理については、図３に示した上記第１実施例と同様であるため、その説明を省
略する。
【００４７】
そして、当該読上処理が終了すると、所定時間の時間待ちを行い、使用者により解除ボタ
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ンが押下されたか否かを判定し（Ｓ４３０）、当該解除ボタンが押下されている場合には
（Ｓ４３０：ＹＥＳ）、一連の処理を終了する。つまり、使用者は、上記読上処理におい
て自己の意に反する設定であることに気がつくと、この解除ボタンを押下することにより
送信を中止し、該当する設定箇所を設定し直すことができる。一方、Ｓ４３０において、
解除ボタンが押下されないと判定された場合には（Ｓ４３０：ＮＯ）、そのときの設定状
態にて送信処理を開始する（Ｓ４５０）。
【００４８】
一方、Ｓ４１０において、読上ボタンは押下されず（Ｓ４１０：ＮＯ）、スタートボタン
が押下されたと判断した場合には（Ｓ４４０）、そのときの設定状態にて送信処理を開始
する（Ｓ４５０）。
以上のように、本変形例によれば、全く関係のないときに設定変更を表す音声出力がされ
ることもなく、必要な場合に適切なタイミングで音声出力をさせることができる。このた
め、不必要にファクシミリ装置１の送信時の動作を増加させることなく、必要に応じて迅
速な処理をさせることができる。
【００４９】
尚、この場合、コントローラ１１が実行する処理の内、図４のフローチャートに示したＳ
４１０の処理が動作開始指令手段としての処理に該当する。
［第２実施例］
本実施例では、上記ファクシミリ装置１のコピー機能について、本発明を適用した例を説
明する。尚、ファクシミリ装置１の電気的構成については図１で示したものと同様であり
、また、読上処理を除く一連の動作も図２又は図４で示したものとほぼ同様であるため、
これらの説明については省略し、読上処理についてのみ図５のフローチャートに基づいて
説明する。
【００５０】
本実施例では、コピー時の各種設定パラメータである「解像度」，「濃度」，「縮小率」
について、設定変更箇所の読上処理を行うために、その設定変更を判断するための各基準
設定値が予め設定されている。
ここで、「解像度」は、原稿の画像を読み込む際の解像度を表し、その解像度の設定値と
して高いものから「スーパーファイン」，「ファイン」，「標準」が選択可能になってお
り、基準設定値として「ファイン」が設定されている。
【００５１】
また、「濃度」は、原稿の画像を読み込む際の濃度を表し、本実施例では、その濃度レベ
ルが１～７の数値により段階的に設定可能になっている。そして、その数値が大きいほど
濃度が高くなるようになっており、基準設定値として標準濃度である「レベル４」が設定
されている。
【００５２】
また、「倍率」は、原稿の画像を拡大又は縮小してコピーするために設定されるものであ
り、一般のコピー機と同様に「１００％」を同倍率としてその数値設定を変更することで
拡大又は縮小をすることができる。そして、基準設定値として「１００％」が設定されて
いる。
【００５３】
これらの基準設定値は、恒常的に有効になっているため、ある者が一時的に別の設定値に
変更しても、所定時間経過後には当該恒常的な設定値に復帰するようになっている。
そして図５に示す読上処理では、まず解像度設定のチェックが行われ（Ｓ５１０）、解像
度の設定変更が行われているか否かを判定する（Ｓ５２０）。このとき、前回の使用者が
、例えば基準設定値「ファイン」とは異なる「標準」を選択し、その設定が未だ基準設定
値に復帰していないと判定された場合には（Ｓ５２０：ＹＥＳ）、予め設定したその旨を
表す文書が読み上げられる（Ｓ５３０）。
【００５４】
具体的には、例えば「解像度の設定が「ファイン」から「標準」に変更されています」と
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いった読上文が前述と同様にテキストデータとして組み立てられ、或いは選択された後、
このテキストデータをもとに、辞書メモリ１６を参照して音声データが合成される。そし
て、この音声合成処理とともに、スピーカ制御回路１５及びスピーカ１５ａを介してこの
読上音声が出力される。
【００５５】
そして、この読上音声が出力された後、又はＳ５２０において解像度の設定変更がないと
判定された場合には（Ｓ５２０：ＮＯ）、続いて濃度設定のチェックが実行される（Ｓ５
４０）。
このとき、前回の使用者が、例えば基準設定値「レベル４」とは異なる「レベル６」を選
択し、その設定が未だ基準設定値に復帰していないと判定された場合には（Ｓ５５０：Ｙ
ＥＳ）、予め設定したその旨を表す文書が読み上げられる（Ｓ５６０）。
【００５６】
具体的には、例えば「濃度の設定が「レベル４」から「レベル６」に変更されています」
といった読上文が前述と同様にテキストデータとして組み立てられ、或いは選択された後
、このテキストデータをもとに、辞書メモリ１６を参照して音声データが合成される。そ
して、この音声合成処理とともに、スピーカ制御回路１５及びスピーカ１５ａを介してこ
の読上音声が出力される。
【００５７】
そして、この読上音声が出力された後、又はＳ５５０において濃度の設定変更がないと判
定された場合には（Ｓ５５０：ＮＯ）、続いて倍率設定のチェックが実行される（Ｓ５７
０）。
このとき、前回の使用者が、例えば基準設定値「１００％」とは異なる「７５％」を選択
し、その設定が未だ基準設定値に復帰していないと判定された場合には（Ｓ５８０：ＹＥ
Ｓ）、予め設定したその旨を表す文書が読み上げられる（Ｓ５９０）。
【００５８】
具体的には、例えば「コピー倍率が７５％に変更されています」といった読上文が前述と
同様にテキストデータとして組み立てられ、或いは選択された後、このテキストデータを
もとに、辞書メモリ１６を参照して音声データが合成される。そして、この音声合成処理
とともに、スピーカ制御回路１５及びスピーカ１５ａを介してこの読上音声が出力される
。
【００５９】
こうして読上処理が終了すると、図１又は図４に示したのと同様に、使用者により解除ボ
タンが押下されて一連の処理を終了するか、又はコピー処理を開始する。
以上のように、本実施例のファクシミリ装置１においても、コピー処理の際に設定される
複数の設定パラメータのうち、予め定める基準設定値から設定値の変更があったものにつ
いて音声出力がなされるため、第１実施例と同様の効果が得られる。
【００６０】
尚、本実施例においては、コントローラ１１が実行する処理の内、図５のフローチャート
に示したＳ５１０，Ｓ５２０，Ｓ５４０，Ｓ５５０，Ｓ５７０，及びＳ５８０の処理が設
定変更検出手段としての処理に該当し、Ｓ５３０，Ｓ５６０，及びＳ５９０の処理が音声
合成手段及び音声出力手段としての処理に該当する。
［第３実施例］
本実施例は、上記ファクシミリ装置１の電話機能（留守応答機能）をリモートコントロー
ルする場合に本発明を適用したものであり、使用者自らが各機能の設定変更をした場合に
、その内容を確認できる構成を示すものである。以下、当該リモートコントロール処理を
、図６のフローチャートに基づいて説明する。尚、ファクシミリ装置１の電気的構成につ
いては図１で示したものと同様であるため、その説明については省略する。
【００６１】
尚、本実施例のリモートコントロールモードでは、例えばファクシミリ装置１の電話機能
における留守応答モードの「ＯＮ」又は「ＯＦＦ」を設定したり、その応答メッセージを
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互いに異なる「標準」，「パターン１」，「パターン２」・・・から選択して設定したり
、その録音メッセージの再生音量を「大」，「中」，「小」から選択して設定したりする
ことができる。今その設定変更を判断するための基準設定値として、留守応答モードが「
ＯＦＦ」、応答メッセージが「標準」、録音メッセージの再生音量が「中」に設定されて
いるものとする。
【００６２】
そして、使用者が図示しないリモコン装置を操作することにより、アンテナ１４ａ及び無
線制御回路１４を介してリモートコントロールモードへの設定指令信号が入力されたと判
断されると（Ｓ６１０）、そのリモコン装置からの入力に従った設定処理を行う（Ｓ６２
０）。使用者は、リモコン装置を操作して所望の設定を行う。
【００６３】
そして、リモコン装置から設定終了コマンドを受信して設定が終了したと判断すると（Ｓ
６３０：ＹＥＳ）、読上処理が実行される（Ｓ６４０）。
この読上処理については、図３と同様の態様で実施されるので、その詳細な説明は省略す
るが、上記留守応答モード、応答メッセージ、録音メッセージ等について、基準設定値か
ら設定変更されたものについて音声合成処理が行われ、音声出力がなされる。
【００６４】
具体的には、「留守応答モードに設定されました」等の読上文が予めテキストデータとし
てＲＯＭ３２に記憶されており、留守応答モードが「ＯＮ」に設定された場合には、この
テキストデータをもとに、辞書メモリ１６を参照して音声データが合成される。そして、
この音声合成処理とともに、無線制御回路１４及びアンテナ１４ａを介してこの読上音声
がリモコン装置に送られる。
【００６５】
また、例えば前回の使用者による設定値から未だ基準設定値に復帰していない場合には、
例えば「留守応答メッセージが「パターン１」に設定されています」といったように、そ
の設定値が音声出力される。そして、このいずれかの設定状態が使用者の意に反する場合
には、使用者はその設定変更をすることができる。
【００６６】
続いて、ガイダンス要求の有無を確認するためのメッセージが出力される（Ｓ６５０）。
すなわち、本実施例では、基準設定値から設定変更された設定パラメータについて、再度
設定するための手順を表すガイダンスが出力可能になっている。このため、使用者は、上
述した設定処理において誤設定してしまったり、前回の使用者の設定状態が残っている場
合等、自己の意に反する設定状態となった設定パラメータがある場合には、該当する設定
パラメータについてガイダンス要求をすることにより、そのガイダンスに沿って容易に設
定変更をすることができる。尚、このガイダンス要求は、設定変更があった全ての設定パ
ラメータについて要求することもできるし、その特定の設定パラメータについて要求する
こともできる。
【００６７】
そして、ガイダンス要求があったか否かが判断され（Ｓ６６０）、当該ガイダンス要求が
ない場合には（Ｓ６６０：ＮＯ）、一連の処理を終了する。
一方、Ｓ６６０において、ガイダンス要求があったと判断された場合には（Ｓ６６０：Ｙ
ＥＳ）、要求に係るガイダンスが音声出力される（Ｓ６７０）。具体的には、各設定パラ
メータについてのガイダンス文が予めテキストデータとしてＲＯＭ３２に記憶されており
、このテキストデータをもとに、辞書メモリ１６を参照して音声データが合成される。そ
して、この音声合成処理とともに、無線制御回路１４及びアンテナ１４ａを介してこの読
上音声がリモコン装置に送られる。
【００６８】
そして、このガイダンス音声に従って使用者がリモコン操作による再設定を行うと、それ
に応じた再設定処理を実行する。
以上のように、本実施例のファクシミリ装置１では、外部からのリモコン操作によって各
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設定パラメータの設定値の設定変更が全て終了したタイミングで、設定変更の内容を表す
音声を出力する。このため、使用者がそのリモコン操作において意に反する設定を誤って
行った場合でも、音声出力によりその誤りに気づくことができ、再度設定を変更すること
ができる。このため、ファクシミリ装置１が誤って動作する等の事態を回避することがで
きる。
【００６９】
また、再度設定変更したい設定パラメータについては、その設定のためのガイダンスをピ
ンポイントで音声出力させることができるため、使用者は、このガイダンス情報に従って
、該当する設定パラメータについての設定変更を簡易かつ迅速に行うことができる。
【００７０】
尚、上述したリモートコントロールは、リモコン装置に限らず、例えば外部の電話装置か
らリモート操作する場合にも同様に適用できることは勿論である。
以上、本発明の実施例について説明したが、本発明の実施の形態は、上記実施例に何ら限
定されることなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の形態をとり得ることはいうま
でもない。
【００７１】
例えば、上記実施例においては、ファクシミリ装置の送信機能及びコピー機能について本
発明を適用させた例を示したが、これら以外の機能についても設定変更が可能に構成され
ているものであれば、同様に適用することができる。また、ファクシミリ装置に限らず、
電話装置やコピー装置等、種々の情報処理装置にも適用できることはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例に係るファクシミリ装置の電気的構成を表すブロック図であ
る。
【図２】第１実施例のファクシミリ装置の送信処理を表すフローチャートである。
【図３】第１実施例のファクシミリ装置の読上処理を表すフローチャートである。
【図４】変形例に係るファクシミリ装置の送信処理を表すフローチャートである。
【図５】第２実施例のファクシミリ装置の読上処理を表すフローチャートである。
【図６】第３実施例のファクシミリ装置のリモコン処理を表すフローチャートである。
【符号の説明】
１・・・ファクシミリ装置、　１１・・・コントローラ、
１２・・・操作パネル、　１４・・・無線制御回路、
１５・・・スピーカ制御回路、　１６・・・辞書メモリ、
１７・・・画像メモリ、　１８・・・スキャナ、　１９・・・プリンタ、
２０・・・符号／復号器、　２１・・・モデム、　２２・・・バッファ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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